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○ 指定法人（21 条１項）が特定事業者（11 条３項）の委託を受けて行う分別基
準適合物の再商品化（22 条）に関する情報の活用について、地方公共団体に
平成28 年度中に周知する。（閣議決定文抜粋）
 日本容器包装リサイクル協会ＨＰにて、市区町村別に分別収集された資源

が、どの事業者でリサイクルされ、最終的に何になったかについて掲載。

容器包装リサイクル協会ホームページ：http://www.jcpra.or.jp/
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神奈川県
横浜市の
例

○ 指定法人（21 条１項）が特定事業者（11 条３項）の委託を受けて行う分別基
準適合物の再商品化（22 条）に関する情報の活用について、地方公共団体に
平成28 年度中に周知する。（閣議決定文抜粋）
 日本容器包装リサイクル協会ＨＰにて、市区町村別に分別収集された資源

が、どの事業者でリサイクルされ、最終的に何になったかについて掲載。
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市町村分別収集計画策定について

○ 第8期分別収集計画

計画期間 ：平成29年4月～平成34年3月
次期見直し ：平成31年度


